
令和 3年 2月吉日 

各位 

一般財団法人 日本規格協会 

令和２年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業 

認知症に関する企業等の「認知症バリアフリー宣言（仮称）」及び認証制度の 

在り方等に関する調査研究 

アンケート調査ご協力のお願い 

 

謹啓 時下、皆様におかれましてはますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

この度、（一財）日本規格協会では、令和２年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業（調査テーマ：認知症に

関する企業等の「認知症バリアフリー宣言（仮称）」及び認証制度の在り方等に関する調査研究）の一環として、

現在検討中の認知症バリアフリー認証基準に対する実施状況を調査する「認知症バリアフリー認証基準への実施

状況アンケート調査」を実施することとなりました。 

本調査は、企業・団体等による認知症バリアフリーへの取組み状況を把握し、認知症バリアフリー認証取得に

向けた支援の在り方を検討することを目的として実施するものです。 

ご回答いただいた内容は統計的に処理するとともに、回答組織や回答者個人が特定される形で公表することは

ございません。また、目的以外に活用することもございません。 

ご多用のところ大変恐縮ではございますが、調査の趣旨をご理解いただき、下記URLまたはQRコードから回答

用ページにアクセスいただき、令和3年2月27日（土）までにご回答いただきますようお願い申し上げます。 

謹白 

回答期間：令和 3年 2月 8日（月）～令和 3年 2月 27日（土） 

アンケート URL 

https://rsch.jp/612bb212873ea1fe/login.php 

 

 

 

標準所要時間は約 15分です。（パソコン、スマホいずれからでもご回答いただけます）  

 

★認知症バリアフリー認証基準への実施状況アンケート調査事務局★ 

 

【 事 務 局 】 

一般財団法人 日本規格協会 標準化研究センター 

 〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MTビル 

電子メールアドレス： ssc@jsa.or.jp    

※在宅勤務実施中のため、原則として、電子メールでのお問い合わせをお願い致します。 

https://rsch.jp/612bb212873ea1fe/login.php


調査実施要領 

１．本調査の目的  

◇ 本調査は、企業・団体等による認知症バリアフリーの取組み状況を把握し、認知症バリアフリー認証取得

に向けた支援の在り方を検討することを目的として実施するものです。 

◇ 本調査は日本認知症官民協議会参加団体様の会員企業・団体様を対象にしております。 

◇ 本調査結果は統計的に処理し、調査目的以外に使用することはございません。ご多忙の折大変恐縮ですが、

本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

２．調査へのご回答方法 

２．認知症バリアフリー宣言・認証とは 

◇ 令和元年６月、認知症施策推進関係閣僚会議においてとりまとめた「認知症施策推進大綱」では、認知症
の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる

「認知症バリアフリー社会」の実現に向け、企業等が姿勢や取り組み方針を示す「認知症バリアフリー宣

言」や、認知症バリアフリーに関する取り組みを第三者が評価する「認知症バリアフリー認証」制度の創

設を検討するとしています。 

◇ これを受け、日本規格協会では、企業・団体等が、当事者中心を基本姿勢としながら認知症バリアフリー
推進のための 4項目（「人材の育成」、「地域連携」、「社内制度」、「環境整備」）の活動に取り組むことを自

ら公表する「認知症バリアフリー宣言」、第三者機関が上記項目についての体制や活動を評価・認証する

「認知症バリアフリー認証」を創設するための調査研究を進めています。 

 

３．調査へのご回答方法 

◇ 本調査は、認知症バリアフリーの取組のご担当者の方にご記入・ご回答をお願い致します。 

◇ 前頁の URLまたは QRコードから回答用ページにアクセスいただき、令和 3年 2月 27日（土）までにご

回答いただきますようお願い申し上げます。 

◇ 調査の流れ：日本認知症官民協議会参加団体様 → 会員企業・団体様 

 

４．お問い合わせ先 

◇ 調査内容や回答方法に関するお問合せにつきましては、表面の「認知症バリアフリー認証基準への実施状

況アンケート調査事務局」にご照会ください。 

  



参考．「認知症バリアフリー認証基準への実施状況アンケート調査」調査票 

令和２年度厚生労働省老人保健健康増進等事業 

「認知症バリアフリー認証」審査基準への実施状況アンケート調査 

  

令和元年６月、認知症施策推進関係閣僚会議においてとりまとめた「認知症施策推進大綱」で

は、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続け

ることができる「認知症バリアフリー社会」の実現に向け、企業等が姿勢や取り組み方針を示す

「認知症バリアフリー宣言」や、認知症バリアフリーに関する取り組みを第三者が評価する「認知

症バリアフリー認証」制度の創設を検討するとしています。 

これを受け、日本規格協会では、団体・企業等が、認知症バリアフリー推進のための４項目

（「人材の育成」、「地域連携」、「社内制度」、「環境整備」）の活動に取り組むことを自ら公

表する「認知症バリアフリー宣言」、第三者機関が上記４項目の領域についての体制や活動を評

価・認証する「認知症バリアフリー認証」を創設するための調査研究を進めています(下図参照)。 

 

 本調査は、現在検討している「認知症バリアフリー認証」における審査基準(以下、認証基準とい

う。) に対して団体・企業等の取り組み状況を把握し、今後の制度創設への参考とすることを目的

としています。 



【はじめに】 

認知症バリアフリー宣言及び認証基準に用いている用語、定義は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、認知症バリアフリー宣言及び認証への基本姿勢は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

参考）認知症バリアフリー宣言の要件 

 

 

 

 

 

 

 

  



【Ⅰ．認知症バリアフリー認証基準案への対応可否について】 

認知症バリアフリー認証の基準として、以下の認証基準を設けています。 

認証基準をお読みいただきながら、①、②などで示されている認証基準の項番ごとに貴社での対応の可否に

ついて該当する選択肢を選択してください。 

※認証取得の際は、認知症バリアフリー認証基準をすべて満たすことが必要ですが、認証基準への対応が業

種、業態などによりできない場合は、その理由を提示することでその審査項目を適用除外とすることがで

きるようにしています。 

※また、以下認証基準の中で示している参考は、具体的な事例を挙げることで企業・団体等が認証基準への

対応を容易にすることを目的としており、対応しなければならない要求事項を示しているわけではござい

ません。 

 

Ｑ１．【人材の育成】について、以下の認証基準項目への対応可否をお答えください。 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す
で
に
実
施
し
て
い
る 

実
施
対
応
可
能 

※
今
は
実
施
し
て
い
な

い
が
、
今
後
実
施
で
き

る
見
込
み
が
あ
る 

実
施
対
応
不
可 

① お客様と企業・団体等の接点に関わる

従業員などのほか、認知症バリアフリ

ー推進責任者を含めて人材育成の対

象者を定めている。   

   

② 人材育成の実施時期・頻度等を定め

ている。 

   

③ 人材育成の実施内容を定めている。    

④ 実施した人材育成の取り組みが業務

に役立っていることを確認し、必要に

応じてその対象者・実施時期・実施内

容を見直している。 

   



Ｑ１－１．（Ｑ１で“実施対応不可”を１つ以上選んだ方へ）その理由を教えてください。（いくつでも） 

1. どのようにすればよいかわからない 

2. 人的余裕がない 

3. 資金的余裕がない 

4. 組織のトップの同意が得られない 

5. 実施の必要性を感じていない（                       ） 

6. その他（                                 ） 

 

Ｑ２．【地域連携】について、以下の認証基準項目への対応可否をお答えください。              
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① 地域における認知症バリアフリーに関わる活動主

体とその活動内容を把握している。 

    

② 必要に応じて、関係する地域の行政機関、専門機

関、企業などと情報連携・意見交換などを行ってい

る。 

    

③ 地域連携推進に向けて企業・団体等の役割、でき

ることを明らかにし、又は、実施している。 

    



Ｑ２－１．（Ｑ２で“実施対応不可”を１つ以上選んだ方へ）その理由を教えてください。（いくつでも） 

1. どのようにすればよいかわからない 

2. 人的余裕がない 

3. 資金的余裕がない 

4. 組織のトップの同意が得られない 

5. 実施の必要性を感じていない（                       ） 

6. その他（                                 ） 

 

Ｑ３．【社内制度】について、以下の認証基準項目への対応可否をお答えください。             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３－１．（Ｑ３で“実施対応不可”を１つ以上選んだ方へ）その理由を教えてください。（いくつでも） 

1. どのようにすればよいかわからない 

2. 人的余裕がない 

3. 資金的余裕がない 

4. 組織のトップの同意が得られない 

5. 実施の必要性を感じていない（                       ） 

6. その他（                                 ）   

 

 

 

 

す
で
に
実
施
し
て
い
る 

実
施
対
応
可
能 

※
今
は
実
施
し
て
い
な

い
が
、
今
後
実
施
で
き

る
見
込
み
が
あ
る 

実
施
対
応
不
可 

① 企業・団体等は、「認知症の家族の介護を行う従業員及び自身

が認知症の従業員」を支援する社内制度を有している。 

   

② 経営層は、従業員が社内制度を利用しやすい環境を整備してい

る。 

・認知症に関わる悩みを相談しやすい環境。 

・「認知症の家族の介護を行う従業員及び自身が認知症の従業

員」を、企業・団体等全体でささえる環境。 

   



Ｑ４．【環境整備】について、以下の認証基準項目への対応可否をお答えください。                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４－１．（Ｑ４で“実施対応不可”を１つ以上選んだ方へ）その理由を教えてください。（いくつでも） 

1. どのようにすればよいかわからない 

2. 人的余裕がない 

3. 資金的余裕がない 

4. 組織のトップの同意が得られない 

5. 実施の必要性を感じていない（                       ） 

6. その他（                                 ）  
  

 

 

 

 

す
で
に
実
施
し
て
い
る 

実
施
対
応
可
能 

※
今
は
実
施
し
て
い
な
い

が
、
今
後
実
施
で
き
る
見

込
み
が
あ
る 

実
施
対
応
不
可 

① 当事者の要望や既存情報なども考慮して、当事者に対し

ストレスの少ない環境整備を目指し、企業・団体等で取り

組むことを検討し、実施している。 

 

   



【Ⅱ．認知症バリアフリー宣言、認証制度への取り組み意向について】 

 

Ｑ５．「認知症バリアフリー宣言」の実施や「認知症バリアフリー認証」取得に向けて、どのような支援が必要

ですか。（いくつでも） 

1. 企業が行うべき具体的な取り組み内容が示されること 

2. 認知症バリアフリーに向けた、わかりやすい教材やツールが用意されること 

3. 認知症バリアフリーに向けた、セミナーが受けられること 

4. 認知症バリアフリーに向けた、コンサルティングが受けられること 

5. 認知症バリアフリーに向けた、情報交換の場が用意されること 

6. 認知症バリアフリーに向けた、体制の整備や設備の支援に補助金等が活用できること 

7. その他（                                ） 

8. 支援は必要ない 

 

Ｑ６．「認知症バリアフリー宣言」への対応意向をご記入ください。 

1. 「宣言」を行いたい 

2. 「宣言」は行わない⇒その理由（            ） 

 

Ｑ７．「認知症バリアフリー認証」への対応意向をご記入ください。 

1. 支援がなくても積極的に取得したい 

2. 支援があれば取得したい 

3. 認証の取得は考えていない⇒その理由（            ） 

 

Ｑ７－１．（Ｑ７で“１、２”を選んだ方へ）来年（令和３年）度、認知症バリアフリー宣言及び認証制度の実

施にむけ、試行版認証審査の実施を検討しています。試行版認証審査にご協力いただけますでしょう

か。 
1. はい 

2. いいえ 

 

⇒Ｑ７－１で１と回答した場合 

Ｑ８．ご担当者様のお名前とご連絡先を教えてください。 

貴社名  

部署名  

ご担当者様名  

電話番号  

メールアドレス  

 

Ｑ９．「認知症バリアフリー宣言、認証」制度について、ご意見ございましたらお寄せください。（自由回答） 

 

 

 



Ｓ１．貴社の業種をお選びください。 

1農林漁業  2.建設業  3.製造業  4.電気・ガス・水道  5.情報通信業  6.運輸・郵便業 

7.卸・小売業 8.金融・保険業 9.不動産・物品賃貸業 10.宿泊・飲食業 11.生活関連サービス業 

12.郵便局・協同組合 13. 教育・学習支援業 14.医療・福祉  15.その他サービス 16.公務 

17.その他 

 

Ｓ２．貴社の業態をお選びください。 

1. 貴社拠点(店舗など)での販売・サービス提供  

2. オンラインを含む通信での販売・サービス提供 

3. 顧客先でのオンサイト販売・サービスの提供 

4. いずれにも該当しない 

 

Ｓ２-１．（Ｓ２で１を選択した方へ）拠点数(店舗などの数)をお答えください。 

 

Ｓ３．貴社の従業員数をお答えください。 

1. ～50人  2. 51～100人  3. 101～300人  4. 301～500人  5. 501～1000人   

6. 1,001人以上 

 

Ｓ４．よろしければ貴社名をお答えください。（任意） 

  
 


